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前文 

第 1 章（総則） 

   第１条 目的 

   第２条 定義 

   第３条 基本原則 

第２章（市民） 

   第４条 市民の権利 

   第５条 市民の役割と責務 

第３章（市議会） 

   第６条 議会の役割、権限等 

   第７条 議会の責務 

   第８条 議員の責務 

第４章（市長等） 

   第９条 市長の役割と責務 

   第１０条 職員の役割と責務 

第５章（情報共有） 

   第１１条 情報の共有 

   第１２条 情報の公開 

   第１３条 個人情報保護 

   第１４条 説明責任 

   第１５条 要望・苦情等への対応 

第６章（市政運営〔自治体経営〕） 

   第１６条 市政運営の原則 

   第１７条 組織 

   第１８条 人事政策 

   第１９条 法務政策 

   第２０条 法令遵守、公益通報 

   第２１条 行政手続 



   第２２条 行政サービス提供等の原則 

   第２３条 財政等 

第２４条 行政評価 

   第２５条 監査 

   第２６条 危機管理 

第７章（参画及び協働） 

 第１節（市政への市民参画） 

   第２７条 政策形成及び実施過程への参画 

   第２８条 評価等への参画 

   第２９条 審議会等 

   第３０条 住民投票 

   第３１条 住民投票の発議及び請求 

 第２節（コミュニティと市民公益活動） 

   第３２条 コミュニティ活動 

   第３３条 地域づくり 

   第３４条 市民公益活動 

 第３節（協働） 

   第３５条 協働のまちづくり 

第８章（最高規範性） 

   第３６条 条例の最高規範性 

第９章（国、三重県及び他の地方自治体との関係） 

   第３７条 国及び三重県との関係 

   第３８条 他の地方自治体との関係 


